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平成２９年１０月１９日判決言渡 

平成２８年（行ケ）第１０２５７号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２９年９月１４日 

判 決 

  

原      告         株 式 会 社 Ｄ Ａ Ｐ リ ア ラ イ ズ 

 

  

被       告       特許庁長官 

同 指 定 代 理 人       山 田 正 文 

                  新   川   圭   二 

                  富 澤 哲 生 

                  稲   葉   和   生                   

                  板 谷 玲 子    

主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 原告の求めた裁判 

特許庁が訂正２０１６－３９００６９号事件について平成２８年１０月１７日に

した審決（平成２９年２月８日付け更正決定により更正）のうち，「請求項１に係る

訂正についての審判請求は成り立たない。」との部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

本件は，訂正審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，訂正要件

の適合性（新規事項の追加の有無）及び訂正後の発明についての独立特許要件の充

足性（進歩性の有無）である。 
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１ 特許庁における手続の経緯 

 原告は，名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナル

コンピュータシステム」とする発明につき，平成１７年１２月２１日を出願日とす

る特許出願（特願２００５－３６７３７３号。優先権主張［①優先日・平成１６年

１２月２４日，優先権主張国・日本，優先権主張番号・特願２００４－３７２５５

８号，②優先日・平成１７年７月２８日，優先権主張国・日本，優先権主張番号・

特願２００５－２１８１５９号］）の一部を平成１８年１０月１１日に新たな特許

出願とした特許出願（特願２００６－２７７０６２号）の一部について，平成２０

年６月２３日に新たに特許出願したものであり（特願２００８－１６２６７８

号），平成２２年７月３０日，その設定登録（特許第４５５５９０１号，請求項の

数４，以下「本件特許」という。）を受けた（乙１）。 

 原告は，本件特許の特許請求の範囲請求項１～４の訂正（請求項１の訂正，請求

項２～４の削除。以下「本件訂正」という。）を求め，特許庁に対し，平成２８年

５月１８日付けで訂正審判請求をした（以下「本件訂正審判請求」という。甲３）

ところ，特許庁は，平成２８年１０月１７日，「平成２８年５月１９日付け本件訂

正審判請求において，特許第４５５５９０１号の特許請求の範囲を本件審判請求書

に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することのうち，請求項２－４につ

いて訂正することを認める。」との審決をし，その謄本は，同年１１月６日，原告

に送達された。 

 その後，同審決は，平成２９年２月８日付け更正決定により更正され，結論の欄

に「請求項１に係る訂正についての審判請求は成り立たない。」との記載が付加さ

れた（乙１０）。 

２ 本件発明の要旨 

 本件特許請求の範囲請求項１に係る発明（以下「本件発明」といい，本件発明に

係る明細書の記載及び図面を「本件明細書」という。）は，次のとおりである。 

「【請求項１】 
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ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し，該入力データを後記データ処

理手段へ送信する入力手段と； 

無線信号を受信してデジタル信号に変換の上，後記データ処理手段に送信するとと

もに，後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信す

る無線通信手段と； 

後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処理手段で処理可能なデ

ータファイルとを格納する記憶手段と； 

前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づ

き，前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い，リアルタイ

ムでデジタル表示信号を生成するか，又は，自らが処理可能なデータファイルとし

て前記記憶手段に一旦格納し，その後読み出した上で処理することによりデジタル

表示信号を生成するかして，該デジタル表示信号を後記ディスプレイ制御手段又は

後記インターフェース手段に送信するデータ処理手段と； 

画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパ

ネルと，前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプ

レイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディス

プレイ手段と； 

外部ディスプレイ手段を備えるか，又は，外部ディスプレイ手段を接続するかする

周辺装置を接続し，該周辺装置に対して，前記データ処理手段から受信したデジタ

ル表示信号に基づき，外部表示信号を送信するインターフェース手段と； 

を備える携帯情報通信装置において， 

前記データ処理手段は，前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を

有する画像（以下，高解像度画像と略称する）のビットマップデータを生成して，

該ビットマップデータを前記インターフェース手段に送信する機能を有し， 

前記インターフェース手段は，前記データ処理手段から受信したビットマップデー

タを，デジタルＲＧＢ，ＴＭＤＳ，ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちの
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いずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して，該デジタル外

部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する， 

ことを特徴とする携帯情報通信装置。」 

３ 本件訂正の内容 

  ⑴ 訂正事項１ 

 請求項１における「ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し，該入力

データを後記データ処理手段へ送信する入力手段と；」とあるのを，「ユーザーが

マニュアル操作によってデータを入力し，該入力データを後記中央演算回路へ送信

する入力手段と；」と訂正する。 

  ⑵ 訂正事項２ 

 請求項１における「無線信号を受信してデジタル信号に変換の上，後記データ処

理手段に送信するとともに，後記データ処理手段から受信したデジタル信号を無線

信号に変換して送信する無線通信手段と；」とあるのを，「無線信号を受信してデ

ジタル信号に変換の上，後記中央演算回路に送信するとともに，後記中央演算回路

から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無線通信手段と；」と訂

正する。 

  ⑶ 訂正事項３ 

 請求項１における「後記データ処理手段を動作させるプログラムと後記データ処

理手段で処理可能なデータファイルとを格納する記憶手段と；」とあるのを，「後

記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデータフ

ァイルとを格納する記憶手段と；」と訂正する。 

  ⑷ 訂正事項４ 

 請求項１における「前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納され

たプログラムとに基づき，前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処

理を行い，リアルタイムでデジタル表示信号を生成するか，又は，自らが処理可能

なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し，その後読み出した上で処理す
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ることによりデジタル表示信号を生成するかして，該デジタル表示信号を後記ディ

スプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するデータ処理手段と；」

とあるのを，「前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプロ

グラムとに基づき，前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行

い，自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し，その後読

み出した上で処理する中央演算回路と，該中央演算回路の処理結果に基づき，単一

のＶＲＡＭに対してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い，「該読み出

したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示

信号を後記ディスプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフ

ィックコントローラと，から構成されるデータ処理手段と；」と訂正する。 

  ⑸ 訂正事項５ 

 請求項１における「画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表

示するディスプレイパネルと，前記データ処理手段から受信したデジタル表示信号

に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段と

から構成されるディスプレイ手段と；」とあるのを，「画面を構成する各々の画素

が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパネルと，前記グラフィック

コントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの

各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成されるディスプレイ手段

と；」と訂正する。 

  ⑹ 訂正事項６ 

 請求項１における「外部ディスプレイ手段を備えるか，又は，外部ディスプレイ

手段を接続するかする周辺装置を接続し，該周辺装置に対して，前記データ処理手

段から受信したデジタル表示信号に基づき，外部表示信号を送信するインターフェ

ース手段と； 

を備える携帯情報通信装置において，」とあるのを，「外部ディスプレイ手段を備え

るか，又は，外部ディスプレイ手段を接続するかする周辺装置を接続し，該周辺装
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置に対して，前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づ

き，外部表示信号を送信するインターフェース手段と； 

を備えることにより， 

インターネットに接続したウェブサーバから画像データファイルをダウンロードし

て画像を表示する携帯情報通信装置において，」と訂正する。 

  ⑺ 訂正事項７ 

 請求項１における「前記データ処理手段は，前記ディスプレイパネルの画面解像

度より大きい解像度を有する画像（以下，高解像度画像と略称する）のビットマッ

プデータを生成して，該ビットマップデータを前記インターフェース手段に送信す

る機能を有し，」とあるのを，「前記グラフィックコントローラは，前記ウェブサー

バから「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファ

イル」をダウンロードして画像を表示する場合に，前記ＶＲＡＭから「前記ディス

プレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読

み出し，「該読み出されたビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生

成し，該デジタル表示信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と，前記Ｖ

ＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像

のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマップデータを伝達す

るデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を前記インターフェース手段

に送信する機能と，を実現し，」と訂正する。 

  ⑻ 訂正事項８ 

 請求項１における「前記インターフェース手段は，前記データ処理手段から受信

したビットマップデータを，デジタルＲＧＢ，ＴＭＤＳ，ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）

及びＧＶＩＦのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変

換して，該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する機能を有する，」とあ

るのを，「前記インターフェース手段は，前記グラフィックコントローラから受信

した「ビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を，デジタルＲＧＢ，Ｔ
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ＭＤＳ，ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれかの伝送方式で伝送

されるデジタル外部表示信号に変換して，該デジタル外部表示信号を前記周辺装置

に送信する機能を有する，」と訂正する。 

  ⑼ 訂正事項９ 

 請求項１における「機能を有する，ことを特徴とする携帯情報通信装置。」とあ

るのを，「機能を有する，ことにより，前記外部ディスプレイ手段に，「前記ディス

プレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像」を表示できるようにし

た，ことを特徴とする携帯情報通信装置。」と訂正する。 

  ⑽ 訂正事項１０ 

 請求項２を削除する。 

  ⑾ 訂正事項１１ 

 請求項３を削除する。 

  ⑿ 訂正事項１２ 

 請求項４を削除する。 

４ 訂正発明の要旨 

 本件訂正後の請求項１に係る発明（以下「訂正発明」という。なお，本件明細書

は本件訂正により訂正されていない。下線部が訂正箇所）は，次のとおりである。 

「【請求項１】 

ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し，該入力データを後記中央演算

回路へ送信する入力手段と； 

無線信号を受信してデジタル信号に変換の上，後記中央演算回路に送信するととも

に，後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無

線通信手段と； 

後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデータ

ファイルとを格納する記憶手段と； 

前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づ
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き，前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行い，自らが処理

可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し，その後読み出した上で処

理する中央演算回路と，該中央演算回路の処理結果に基づき，単一のＶＲＡＭに対

してビットマップデータの書き込み／読み出しを行い，「該読み出したビットマッ

プデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を後記ディ

スプレイ制御手段又は後記インターフェース手段に送信するグラフィックコントロ

ーラと，から構成されるデータ処理手段と； 

画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパ

ネルと，前記グラフィックコントローラから受信したデジタル表示信号に基づき前

記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段とから構成さ

れるディスプレイ手段と； 

外部ディスプレイ手段を備えるか，又は，外部ディスプレイ手段を接続するかする

周辺装置を接続し，該周辺装置に対して，前記グラフィックコントローラから受信

したデジタル表示信号に基づき，外部表示信号を送信するインターフェース手段

と； 

を備えることにより， 

インターネットに接続したウェブサーバから画像データファイルをダウンロードし

て画像を表示する携帯情報通信装置において， 

前記グラフィックコントローラは，前記ウェブサーバから「本来解像度がディスプ

レイパネルの画面解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画像

を表示する場合に，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同

じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビット

マップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を前記

ディスプレイ制御手段に送信する機能と，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパ

ネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出

し，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し，
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該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能と，を実現し， 

前記インターフェース手段は，前記グラフィックコントローラから受信した「ビッ

トマップデータを伝達するデジタル表示信号」を，デジタルＲＧＢ，ＴＭＤＳ，Ｌ

ＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれかの伝送方式で伝送されるデジ

タル外部表示信号に変換して，該デジタル外部表示信号を前記周辺装置に送信する

機能を有する， 

ことにより， 

前記外部ディスプレイ手段に，「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい

解像度を有する画像」を表示できるようにした， 

ことを特徴とする携帯情報通信装置。」 

５ 審決の理由の要点 

 ⑴ 新規事項の有無について 

  ア 訂正事項７について 

本件明細書には，「ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードするこ

と」に関して，「ウェブサーバ９１は，そこにアクセスしてダウンロード操作を行う

ことにより，画像データファイルをダウンロードすることができるウェブサイトを

複数用意しており，携帯電話機１から送信されたユーザーエージェントに含まれた

前記の情報のうち，外部表示信号の送信機能に関する情報に基づき，一つの操作で

ＱＶＧＡサイズとＶＧＡサイズの双方の画像データファイルを一度にダウンロード

できるような機能を有するウェブページにアクセスするように自動的に振り分ける。

これにより，ユーザーは，携帯電話機１のキー操作部１６Ａ又は外部入力装置（外

部キーボード６１及びマウス６２）を用いた一度の操作によって，ＱＶＧＡサイズ

とＶＧＡサイズの双方の画像データファイルを一度にダウンロードできる。」（段落

【０１４３】）との記載がある。   

上記記載によると，本件明細書には，「ウェブサーバ」から「画像データファイル」

をダウンロードする場合，複数の表示装置にそれぞれ対応する，ＱＶＧＡサイズと
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ＶＧＡサイズという，解像度の異なる「画像データファイル」を複数ダウンロード

することが記載されており，一方，付属ディスプレイパネルはＱＶＧＡサイズであ

り（段落【０１１２】），原則として，外部ディスプレイ装置はＶＧＡサイズである

から（段落【０１２２】），この場合，送信先の表示装置に対応する解像度の「画像

データファイル」に基づいてビットマップデータをＶＲＡＭに書き込み／読み出し

するのが自然であり，所定の解像度の「画像データファイル」に基づいたビットマ

ップデータをＶＲＡＭに書き込み，当該ＶＲＡＭから読み出すビットマップデータ

の解像度を，送信先の表示装置に対応する解像度に応じて変えるものとは認められ

ない。  

したがって，上記記載からは，本件明細書には，「ウェブサーバから「本来解像度

がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイル」をダウンロー

ドして画像を表示する場合に，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面

解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出さ

れたビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示

信号を前記ディスプレイ制御手段に送信する機能と，前記ＶＲＡＭから「前記ディ

スプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデータ」

を読み出し，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信号」を生

成し，該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能」が記載さ

れているとはいえない。  

また，本件明細書のその他の記載を見ても，上記機能は記載されていない。 

したがって，訂正事項７は，本件明細書に記載された事項の範囲内においてされ

たものとは認められず，特許法１２６条５項の規定に適合しない。  

   イ 訂正事項１０～１２について 

 訂正事項１０～１２は，請求項２～４を削除するものであるから，実質上特許請

求の範囲を拡張し，又は変更するものには該当せず，特許法１２６条６項の規定に

適合する。 
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  ⑵ 独立特許要件について  

   ア 特開２０００－１３７７６号公報（甲２。以下「引用例１」という。）

に記載された発明（以下「引用発明」という。） 

「通話機能のみを有するＰＨＳ端末と，  

前記ＰＨＳ端末に接続したマルチメディア通信端末装置であって，  

主制御部は，ＣＰＵ，ＲＯＭ及びＲＡＭ等を有してなるものであり，マルチメデ

ィア通信端末装置の各部を総括制御することで，マルチメディア通信のための所定

の動作を実現するものであり，  

映像デコーダは，符号化映像データのデコードを行い，再生した映像データを表

示制御部へと与え，  

表示制御部は，映像デコーダから与えられる画像データが示す画像を表示するべ

く内部表示器を制御し，  

内部表示器は，カラーＬＣＤを使用してなり，ＱＣＩＦ信号を表示するのに必要

な画素数（１８０×１４４）を有しており，  

多重分離部は，主制御部により指定されたモードで動作し，無線端末インタフェ

ース部から与えられる伝送データから符号化映像データを分離し，映像デコーダへ

と与え，  

多重分離部は，主制御部から同期バスを介して与えられる伝送データを無線端末

インタフェース部に与えることで，当該データを通信相手の装置に送信することが

でき，  

無線端末インタフェース部には，ＰＨＳ端末用コネクタを介してＰＨＳ端末が接

続され，ＰＨＳ端末との間で各種の情報を授受することで，ＰＨＳ端末及びＰＨＳ

を含む公衆網を介してデータ通信を実現し，  

操作入力部は，複数のキースイッチ等の操作デバイスを有しており，この操作デ

バイスを操作してなされるユーザの指示入力を受付け，その指示入力の内容を主制

御部に通知し，  
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外部モニタ接続端子には外部テレビジョンモニタが着脱自在に接続され，  

ユーザはマルチメディア通信端末装置を把持し，手に持つことができ，  

マルチメディア通信端末装置は，動画像の符号化データを受信し，この符号化デ

ータは，映像デコーダで元の動画像データに復号されたのち表示制御部に入力され，  

表示制御部は，外部テレビジョンモニタが接続されていると判定される場合には，

受信動画像データのフォーマットがＣＩＦであれば，ＣＩＦの動画像データをその

まま外部テレビジョンモニタに出力して表示させ，  

一方，外部テレビジョンモニタが接続されていないと判定された場合には，受信

画像データのフォーマットがＣＩＦだったとすると，表示制御部はＣＩＦからＱＣ

ＩＦへのフォーマット変換を行い，このＣＩＦからＱＣＩＦへのフォーマット変換

は，ＣＩＦ動画像データの画素を間引く処理により行われ，内部表示器へはＣＩＦ

からＱＣＩＦにフォーマット変換された動画像が表示され，  

外部テレビジョンモニタを使用する場合にも，また内部表示器を使用する場合に

も，動画像データはこれらの表示手段が持つ画素数に対応したフォーマットで表示

され，  

外部テレビジョンモニタが接続されていることが検出されている状態で，表示画

像サイズの指定入力を促す情報を内部表示器に表示し，ユーザが操作入力部により

外部テレビジョンモニタの表示画像サイズを任意に指定でき，この場合，指定入力

された画像表示サイズと受信動画像データのフォーマットとを比較し，受信動画像

データのサイズが指定入力された画像表示サイズよりも大きい場合には，受信動画

像データの画素を間引いたり，またフォーマット変換を行い表示することを特徴と

するマルチメディア通信端末装置と，  

からなる装置。」 

   イ 訂正発明と引用発明との一致点及び相違点 

［一致点］  

「ユーザーがマニュアル操作によってデータを入力し，該入力データを後記中央演



 

 - 13 - 

算回路へ送信する入力手段と；  

無線信号を受信してデジタル信号に変換の上，後記中央演算回路に送信するととも

に，後記中央演算回路から受信したデジタル信号を無線信号に変換して送信する無

線通信手段と；  

後記中央演算回路を動作させるプログラムと後記中央演算回路で処理可能なデータ

ファイルとを格納する記憶手段と；  

前記入力手段から受信したデータと前記記憶手段に格納されたプログラムとに基づ

き，前記無線通信手段から受信したデジタル信号に必要な処理を行う中央演算回路

と，該中央演算回路の処理結果に基づき，ＶＲＡＭに対してビットマップデータの

書き込み／読み出しを行い，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタ

ル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を後記ディスプレイ手段又は後記イン

ターフェース手段に送信するグラフィックコントローラと，から構成されるデータ

処理手段と；  

画面を構成する各々の画素が駆動されることにより画像を表示するディスプレイパ

ネルから構成されるディスプレイ手段と；  

外部ディスプレイ手段を備えるか，又は，外部ディスプレイ手段を接続するかする

周辺装置を接続し，該周辺装置に対して，前記グラフィックコントローラから受信

したデジタル表示信号に基づく信号を送信するインターフェース手段と；  

を備えることにより，  

サーバから画像データを取得して画像を表示する携帯情報通信装置において，  

前記グラフィックコントローラは，前記サーバから「本来解像度がディスプレイパ

ネルの画面解像度より大きい画像データ」を取得して画像を表示する場合に，ＶＲ

ＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビッ

トマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタ

ル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を前記ディスプレイ手段に送信する機

能と，ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有



 

 - 14 - 

する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマップデータを

伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を前記インターフェー

ス手段に送信する機能と，を実現し，  

前記インターフェース手段は，前記グラフィックコントローラから受信した「ビッ

トマップデータを伝達するデジタル表示信号」を前記周辺装置に送信する機能を有

する，  

ことにより，  

前記外部ディスプレイ手段に，「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい

解像度を有する画像」を表示できるようにした，  

ことを特徴とする携帯情報通信装置。」  

 ［相違点１］  

訂正発明の「中央演算回路」は，「無線通信手段から受信したデジタル信号に必要

な処理を行い，自らが処理可能なデータファイルとして前記記憶手段に一旦格納し，

その後読み出した上で処理する中央演算回路」であるのに対して，引用発明の「主

制御部」のうちの「ＣＰＵ」，「多重分離部」及び「映像デコーダ」は，そのような

処理をするとされていない点  

［相違点２］  

訂正発明の「グラフィックコントローラ」は，「単一のＶＲＡＭに対してビットマ

ップデータの書き込み／読み出しを行うもの」であり，該「単一のＶＲＡＭ」から

「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップ

データ」や「前記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像

のビットマップデータ」を読み出すのに対して，引用発明の「表示制御部」は，Ｖ

ＲＡＭに相当する「バッファメモリ」を有するものの，「単一のＶＲＡＭ」とはされ

ていない点  

［相違点３］  

訂正発明の「グラフィックコントローラ」は，「ディスプレイ制御手段」に「デジ
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タル表示信号」を送信するものであるのに対して，引用発明の「表示制御部」は，

「内部表示器」に信号を送信するものである点  

［相違点４］  

  訂正発明の「ディスプレイ手段」は「グラフィックコントローラから受信したデ

ジタル表示信号に基づき前記ディスプレイパネルの各々の画素を駆動するディスプ

レイ制御手段」を有するのに対して，引用発明の「内部表示器」は，「ディスプレイ

制御手段」を有するとされていない点  

［相違点５］  

訂正発明の「インターフェース手段」は，受信した「デジタル表示信号」を「デ

ジタルＲＧＢ，ＴＭＤＳ，ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれか

の伝送方式で伝送されるデジタル外部表示信号に変換して，該デジタル外部表示信

号」を送信するものであるのに対して，引用発明は，そのような信号の変換を行う

とされておらず，「外部テレビジョンモニタ」に対して送信する信号が，「デジタル

ＲＧＢ，ＴＭＤＳ，ＬＶＤＳ（又はＬＤＩ）及びＧＶＩＦのうちのいずれかの伝送

方式で伝送されるデジタル外部表示信号」とされていない点 

［相違点６］  

訂正発明は，「インターネットに接続したウェブサーバから画像データファイル

をダウンロードして画像を表示する」ものであるのに対して，引用発明は，「インタ

ーネット・サービスプロバイダが保有するコンテンツ・サーバ」から「動画像を含

む各種情報を提供」されるものではあるものの，「インターネットに接続したウェブ

サーバ」から「画像データファイル」を「ダウンロード」するとはされていない点  

   ウ 相違点についての判断 

 ［相違点１］及び［相違点６］について  

コンテンツ配信システムにおいて，受信したコンテンツデータを記憶手段に一旦

格納し，その後読み出してコンテンツを表示することは周知技術であり，引用発明

において，コンテンツ・サーバから提供された動画像を含む各種情報を一旦記憶手
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段に格納，すなわちダウンロードし，その後読み出した上で処理（再生）するもの

とすることは，当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。  

なお，一旦格納する情報を「自らが処理可能なデータファイル」として格納する

ことは，「読み出した上で処理」を行うことを考慮すれば，当然にされることである。  

また，引用発明において，インターネットに接続したウェブサーバをコンテンツ・

サーバに代えて用い，インターネットに接続されたウェブサーバから画像データフ

ァイルを取得することは，当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。    

 ［相違点２］について  

特開平５－１８１４４６号公報（以下「引用例２」という。）には，「フレームバ

ッファの画素数をＣＲＴの解像度に合わせて読み出すようにする」ことにより「異

なる解像度を持つＣＲＴ表示部に対してもフレームバッファのデータをそれぞれに

適した形で表示することができる」ものとする技術（段落【００２５】～【００２

９】），すなわち，単一のフレームバッファより，それぞれの表示装置の解像度に適

したデータを読み出す技術が記載されている。  

引用発明の「バッファメモリ」においても上記引用例２に記載された技術が有用

かつ採用可能であることは，当業者に明らかである。  

したがって，引用発明において，「単一のＶＲＡＭに対してビットマップデータの

書き込み／読み出しを行うもの」で，該「単一のＶＲＡＭ」から「前記ディスプレ

イパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」や「前記

ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップデ

ータ」を読み出す構成とすることに格別の困難性はない。  

 ［相違点３］及び［相違点４］について  

液晶ディスプレイパネルを用いた表示装置が，表示信号により「ディスプレイパ

ネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段」を有し，該「ディスプレイ制

御手段」により「ディスプレイパネル」が駆動されるものであることは周知のこと

である。  
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そして，引用発明の「内部表示器」は，「カラーＬＣＤを使用」してなるものであ

るから，引用発明においても，「表示制御部」から送信される「デジタル表示信号」

により「内部表示器」の「カラーＬＣＤ」で画像を表示する場合，「ディスプレイパ

ネルの各々の画素を駆動するディスプレイ制御手段」といい得る構成に「デジタル

表示信号」を入力し「ディスプレイパネル」の画素を駆動しているのは明らかであ

る。  

そして，当該「ディスプレイ制御手段」を「表示制御部」と「内部表示器」の「カ

ラーＬＣＤ」と区別して，「表示制御部」と「内部表示器」の「カラーＬＣＤ」との

間に設けることは，当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。    

 ［相違点５］について  

情報処理装置において，外部モニタとの接続に，ＴＭＤＳ方式を実装したＤＶＩ

規格に対応するインタフェースを用いることは周知技術であり，引用発明において

も上記周知技術が有用かつ採用可能であることは当業者に明らかである。  

したがって，引用発明において，ＤＶＩ規格に対応させて，ＴＭＤＳ方式で伝送

されるデジタル外部表示信号を生成する信号変換部を設け，外部テレビジョンモニ

タに該デジタル外部表示信号を送信する構成とすることに格別の困難性はない。  

そして，訂正発明の作用効果も，引用発明，引用例２に記載された技術及び周知

技術から当業者が予測できる範囲のものである。  

  したがって，訂正発明は，引用発明，引用例２に記載された技術及び周知技術に

基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条

２項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。  

 エ したがって，本件訂正の訂正事項１～９により訂正された発明は，特許

法１２６条７項の規定に適合しない発明である。 

本件訂正の訂正事項１０～１２による訂正は，特許法１２６条１項ただし書き，

同条５～７項の規定に適合する。 

 ⑶ 結論 
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よって，本件訂正のうち，請求項１に係る訂正は認められないが，請求項２～４

に係る訂正を認める。  

第３ 審決取消事由 

１ 取消事由１（新規事項の追加の有無） 

審決は，訂正事項７に係る「前記ウェブサーバから「本来解像度がディスプレイ

パネルの画面解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画像を表

示する場合に，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解

像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出したビットマップ

データを伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を前記ディス

プレイ制御手段に送信する機能（以下「機能Ａ」という。）と，前記ＶＲＡＭから「前

記ディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビットマップ

データ」を読み出し，「該読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表示信

号」を生成し，該デジタル表示信号を前記インターフェース手段に送信する機能（以

下「機能Ｂ」という。）と，を実現」すること（以下「本件発明特定事項」という。）

について，本件明細書の全ての記載を総合して導かれる技術事項の範囲内のもので

あるということはできないと判断した。 

 しかし，以下のとおり，本件明細書の「第１の実施形態」についての記載を総合

すると，本件発明特定事項が導かれるということができるから，審決の上記判断は

誤りである。 

  ⑴ア 本件明細書の段落【０１１７】には，携帯電話機１をそれ単独として使

用する場合の機能として，「携帯電話機１が，インターネットに接続したウェブサ

イトを構成するウェブページを閲覧している場合には，中央演算回路１_１０Ａ１

は，当該ウェブページがＬＣＤパネル１５Ａの画面水平解像度よりも広い固定幅レ

イアウトを採用していれば，当該固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描

画命令を生成し，当該描画命令をグラフィックコントローラ１_１０Ｂに送信する。

グラフィックコントローラ１_１０Ｂは，当該描画命令に基づき仮想画面における
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ビットマップデータを生成しＶＲＡＭ１_１０Ｃに書き込むとともに，ＬＣＤパネ

ル１５Ａの画面解像度と同じ解像度を有する画像を記述するビットマップデータを

ＶＲＡＭ１_１０Ｃから切り出してＬＣＤドライバ１５Ｂに送信する。」旨の記載が

ある。 

 この記載によると，同段落には，ページ画像の本来解像度が携帯電話機のディス

プレイパネルの画面解像度より大きいウェブページを閲覧する場合に，グラフィッ

クコントローラがＶＲＡＭから携帯電話機のディスプレイパネルの画面解像度と同

じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し，読み出したビットマップ

データを伝達するデジタル表示信号を生成し，当該デジタル表示信号をディスプレ

イ制御手段に送信する機能，すなわち本件発明特定事項のうち機能Ａを実現する構

成が記載されているということができる。 

   イ 本件明細書の段落【０１２３】には，携帯電話機を外部ディスプレイ装

置に接続して使用する場合の機能として，「中央演算回路１_１０Ａ１は，ＬＣＤパ

ネル１５Ａの画面解像度より大きな解像度を有する画像の描画命令を生成し，グラ

フィックコントローラ１_１０Ｂに対して送信する。また，中央演算回路１_１０Ａ

１は，上記の描画命令とともに，ＶＲＡＭ１_１０Ｃから切り出したビットマップデ

ータを，ＬＣＤドライバ１５Ｂに送信する替わりに，ＴＭＤＳトランスミッタ１３

Ａに送信するように命令する送信命令を生成し，当該送信命令をグラフィックコン

トローラ１_１０Ｂに送信する。」旨の記載がある。 

 また，本件明細書の段落【０１２４】には，携帯電話機を外部ディスプレイ装置

に接続して使用する場合の機能として，「ウェブサイトを構成するウェブページを

閲覧している場合には，当該ウェブページが外部ディスプレイ装置５の画面水平解

像度よりも広い固定幅レイアウトを採用していれば，中央演算回路１_１０Ａ１は，

当該固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成・送信する。」

旨の記載がある。 

 さらに，本件明細書の段落【０１１２】には「ＬＣＤパネル１５ＡはＱＶＧＡサ
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イズの画面解像度を有し，通常は縦長画面（水平画素数×垂直画素数＝２４０×３

２０画素）で使用する」，段落【０１２２】には，「外部ディスプレイの画面解像

度は，ＶＧＡサイズ（水平画素数×垂直画素数＝６４０×４８０画素）である」旨

の説明がされている。 

 以上の記載によると，本件明細書には，ページ画像の本来解像度がディスプレイ

パネルの画面解像度より大きいウェブページを閲覧する場合に，グラフィックコン

トローラがＶＲＡＭから携帯電話機のディスプレイパネルの画面解像度より大きい

解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し，読み出したビットマップデ

ータを伝達するデジタル表示信号を生成し，当該デジタル表示信号をインターフェ

ース手段に送信する機能，すなわち本件発明特定事項のうち機能Ｂを実現する構成

が記載されているということができる。 

   ウ 上記ア及びイによると，本件明細書には，ページ画像の本来解像度がデ

ィスプレイパネルの画面解像度より大きいウェブページを閲覧する場合について，

本件発明特定事項の機能Ａ及びＢを実現する構成が記載されているということがで

きる。 

  ⑵ア 次に，本件明細書の段落【０１１８】には，「携帯電話機１がテレビ番

組の視聴用に使用される場合，グラフィックコントローラ１_１０Ｂ，ＶＲＡＭ１_

１０Ｃ及びＬＣＤドライバ１５Ｂの動作は，キー操作部１６Ａの操作に従った画像

のスクロールがないことを除けば，ウェブページのページ画像を表示する場合と同

様であり，結果として，ＬＣＤパネル１５Ａにテレビ放送の動画がリアルタイムで

表示される。」旨の記載がある。 

 また，段落【０１２０】には，「携帯電話機１においては，デジタル動画信号に

基づいてＬＣＤパネル１５Ａに動画をリアルタイムに表示したりするだけでなく，

デジタル動画信号をデータファイルに変換して保存したり，保存したデータファイ

ルを読み出して必要な処理を行うことにより，画像を表示することができる。」旨

の記載が存在する。 
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 これらの記載に接した当業者は，訂正発明の携帯電話機がウェブページを閲覧す

る場合に実現する機能は，テレビ放送の動画をリアルタイムで表示する場合も，テ

レビ放送の動画をデータファイルに保存して，保存したデータを読み出して表示す

る場合にも実現できるものと理解する。 

イ 本件明細書の段落【０１２０】には，「画像データファイル及び／又は

音声データファイルは，ウェブサイトにアクセスし，受信・変換されたデジタル信

号をバス１９経由で中央演算回路１_１０Ａ１が受信し，必要な変換を行ってフラ

ッシュメモリ１４Ａに書き込むことによっても保存することができる。」旨の記載

がある。また，段落【０１４３】には，「ユーザーは，携帯電話機１のキー操作部

１６Ａ又は外部入力装置を用いた一度の操作によって，ＱＶＧＡサイズとＶＧＡサ

イズの双方の画像データファイルを一度にダウンロードできる。」旨の記載がある。 

 これらの記載に接した当業者は，訂正発明の携帯電話機１は，テレビ放送をデー

タファイルとして保存し，保存したデータファイルを読み出して表示する機能に加

えて，ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を表示する機

能も有すると理解する。 

そして，情報通信装置におけるグラフィックコントローラの機能は，テレビ放送

の動画をデータファイルとして保存して，保存したデータファイルを読み出して表

示する場合も，ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を表

示する場合も違いはないことは技術常識であるから，段落【０１２０】及び【０１

４３】の記載に接した当業者は，グラフィックコントローラがウェブページを閲覧

する場合に実現する機能は，ウェブサーバから画像データファイルをダウンロード

して画像を表示する場合にも実現できると判断する。 

  ⑶ 以上のとおり，本件発明特定事項は，当業者によって，本件明細書の全て

の記載を総合することにより導かれる技術的事項ということができる。本件発明特

定事項は本件明細書に記載されていないとする審決の判断は，本件明細書等の全て

の記載を総合することにより導かれる技術的事項を過度に狭く解釈するものである
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か，その記載を読み落としたものであり，誤っている。 

２ 取消事由２（独立特許要件の有無：一致点認定の誤り，相違点の看過） 

⑴ 審決は，訂正発明と引用発明は，いずれも，グラフィックコントローラが，

ＶＲＡＭから，携帯電話機のディスプレイパネルの画面解像度と同じ又はこれより

大きい解像度を有する画像のビットマップデータを読み出す点で一致すると認定し

た。引用発明において，訂正発明のグラフィックコントローラとＶＲＡＭとに対応

するのは，表示制御部とバッファメモリであるから，審決の認定は，引用発明にお

いては，表示制御部がバッファメモリから画像データを読み出すとの認定に基づく

ものである。 

 しかし，引用例１（甲２）の段落【００７６】には，バッファメモリに関して，

「ＱＣＩＦフォーマットの受信動画像データは，まず表示制御部２３内のバッファ

メモリに４フレーム分ずつ蓄積される（処理Ｓ１）。次に，この４フレームｆｒ１，

ｆｒ２，ｆｒ３，ｆｒ４の同一座標位置における４個の画素がＱＣＩＦ／ＣＩＦ変

換部３９に読み出され，これら４個「１」，「２」，「３」，「４」の画素の動きベクト

ルが合成される（処理Ｓ２）。そして，この合成された動きベクトルはしきい値と比

較され，これにより「ベクトルなし」，「上ベクトル」，「下ベクトル」，「左ベクトル」，

「右ベクトル」のいずれかに識別される（処理Ｓ３）。」と記載されている。 

 ここにいう「画素がＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９に読み出され」との記載は，他

に画素を読み出す主体が明示されていない以上，「ＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９が

画素を読み出す」と解するのが自然である。 

 また，引用例１の段落【００７６】は，段落【００７５】に記された「ＱＣＩＦ

からＣＩＦへのフォーマット変換」について説明している記載であり，バッファメ

モリは段落【００７６】だけに記載されているのであるから，バッファメモリから

の読出し動作が行われるのは，「ＱＣＩＦからＣＩＦへのフォーマット変換」の場合

のみであり，受信動画像データのフォーマットがＣＩＦである場合には，バッファ

メモリからの読出し動作自体が行われないと理解することができる。このような観
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点から考えても，画素を読み出す主体は，ＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９であると解

するのが自然である。 

 被告は，画素を記憶するメモリであるバッファメモリが表示制御部２３に存在す

ること，ＱＣＩＦからＣＩＦへの解像度処理にバッファメモリを用いること，表示

制御部が画素を記憶するメモリへの書込み／読出しを行うことが慣用技術であるこ

とを主張するが，メモリを内蔵しない別の構成素子が読出し動作を行うことは往々

にしてあるから，「バッファメモリが表示制御部２３内に存在すること」と「表示制

御部２３がバッファメモリからの読出し動作の主体であること」とは無関係である

し，また，「ＱＣＩＦからＣＩＦへの解像度処理にバッファメモリを用いること」も，

バッファメモリに蓄積された画素を読み出す主体はＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９と

考えるべきであるから，「表示制御部２３がバッファメモリからの読出し動作の主

体であること」は無関係であり，さらに，仮に「表示制御部が画素を記憶するメモ

リへの書き込み／読出しを行うこと」が慣用技術であるとしても，バッファメモリ

からの読出し動作の主体はＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９であるから，「表示制御部

２３は段落【００７６】に記載されたバッファメモリとは別個の画像メモリへの書

き込み／読み出しを行う」という事項を導き出すことにとどまり，引用発明におい

て，バッファメモリから画素を読み出すのが表示制御部であることが導かれるもの

ではない。 

 以上のとおり，引用発明においてバッファメモリから画素を読み出す主体は，Ｑ

ＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９であって表示制御部２３ではないので，表示制御部２３

がバッファメモリから画像データを読み出すことを前提とする審決の一致点の認定

には誤りがあり，画像データの読出し主体が異なることは相違点として認定される

べきであるにもかかわらず，審決はこれを看過したものである。 

  ⑵ 仮に，引用発明において，バッファメモリから画素を読み出すのが表示制

御部２３であるとしても，審決の一致点の認定は誤りである。 

 審決は，訂正発明と引用発明は，いずれも，ウェブサーバから本来解像度がディ
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スプレイパネルの画面解像度より大きい画像データを取得して画像を表示する場合

に，グラフィックコントローラ（訂正発明の表示制御部に相当）が，デジタル表示

信号の送信先に対応して，ＶＲＡＭ（訂正発明のバッファメモリに相当）から，携

帯電話機のディスプレイパネルの画面解像度と同じ又はこれより大きい解像度を有

する画像のビットマップデータを読み出す点で一致すると認定した。 

 しかし，引用例１の段落【００７６】は，本来解像度がＱＣＩＦの画素データを

読み出す場合の記載であるから，本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度と

同じ画像データファイルをダウンロードする場合の記載であって，本来解像度がデ

ィスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロードする

場合についての記載ではない。引用例１には，表示制御部２３がウェブサーバから

「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイル」

をダウンロードして画像を表示する場合に，バッファメモリからいかなる画像デー

タを読み出していかなるデジタル表示信号を生成するかについての記載は存在しな

い。 

 被告は，画素を記憶するメモリであるバッファメモリが表示制御部２３に存在す

ること，ＱＣＩＦからＣＩＦへの解像度処理にバッファメモリを用いること，表示

制御部が画素を記憶するメモリへの書込み／読出しを行うことが慣用技術であるこ

とを主張するが，表示制御部の表示制御には画素を記憶するメモリ手段が必要であ

るとは限らない。引用発明においても，本来解像度がディスプレイパネルの画面解

像度より大きい画像データファイルをダウンロードする場合，すなわち，ダウンロ

ードした画像データファイルがＣＩＦである場合には，そのまま外部テレビジョン

モニタＶＭに動画像データが出力されるのであり，引用発明の表示制御部２３は，

フォーマット変換が行われない場合には，メモリ手段への書込み／読出しを必要と

しないと考えるのが自然である。また，段落【００８０】に記載されている，ＣＩＦ

からＱＣＩＦへのフォーマット変換を行う状況において，バッファメモリに蓄積さ

れた画素が表示制御部２３によって読み出されて，ＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９に供
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給される機能が実現されるとすると，画素の送信先はＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９と

いうことになり，表示制御部２３が生成したデジタル表示信号（画素）の送信先は内

部表示器２４ではない。 

 このように，引用発明においては，ウェブサーバから本来解像度がディスプレイ

パネルの画面解像度より大きい画像データを取得して画像を表示する場合に，表示

制御部が，バッファメモリから，携帯電話機のディスプレイパネルの画面解像度と

同じ又はこれより大きい解像度を有する画像のビットマップデータを読み出すとい

うことはないのであるから，審決の一致点の認定には誤りがある。 

 ３ まとめ 

 以上のとおり，本件訂正は，本件明細書に記載した事項の範囲内においてされた

ものであり，また，訂正発明と引用発明の一致点に関する審決の認定は誤りであり，

相違点を看過したものであるから，審決は取り消されるべきである。 

第４ 被告の主張 

１ 取消事由１に対し 

  ⑴ 本件発明特定事項のうち，「前記ウェブサーバから「本来解像度がディス

プレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画

像を表示する場合に，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と

同じ解像度を有する画像のビットマップデータ」を読み出」すという記載（機能Ａ）

は，本来解像度が携帯電話機のディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像デ

ータファイルをダウンロードした上で，当該画像データファイルの解像度を変更し

て，前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマッ

プデータを得るとの技術事項を特定するものである。 

  ⑵ 原告は，同技術事項が本件明細書の記載から導かれると主張し，その根拠

として本件明細書の段落【０１１７】，【０１１８】及び【０１２０】を挙げる。 

 しかし，段落【０１１７】は「ウェブページを閲覧している場合」に関する記載

であり，同段落の「ページ画像」とは，ＨＴＭＬで記述したウェブページをブラウ
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ザで表示した画像であって，画像データをデータファイルとしてダウンロードして

得た画像とは異なる。 

 また，段落【０１１８】の記載は，テレビ受信用アンテナで受信した「テレビ番

組の画像」を表示する場合に関する記載であって，画像データファイルをダウンロ

ードすることとは技術的に異なるものである。 

 さらに，段落【０１２０】の「画像データファイル」は，携帯電話機においてデ

ジタル信号を変換した結果を保存したものであり，画像データファイルそのものを

ウェブサーバからダウンロードすることについて記載されているとはいえない。 

 以上のとおり，上記各段落のいずれにも，画像データファイルをダウンロードす

ることについて記載されていないから，これらの段落には，本件発明特定事項の機

能Ａの記載がされているということはできない。 

  ⑶ 本件明細書の段落【０１４３】は，ウェブサーバからの画像データファイ

ルのダウンロードについて言及している記載であって，一つの操作でＱＶＧＡサイ

ズとＶＧＡサイズの双方の画像データファイルを一度にダウンロードできるような

機能を有するウェブページから，ユーザーが，携帯電話機の一度の操作によって，

ＱＶＧＡサイズとＶＧＡサイズの双方の画像データファイルをダウンロードするこ

とが記載されているといえる。 

 しかし，同段落には，画像データファイルの解像度を変更して，ディスプレイパ

ネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを得ることにつ

いては記載されていない。 

 また，ＱＶＧＡサイズとＶＧＡサイズの双方の画像データファイルを一度にダウ

ンロードした場合について，段落【０１１７】の記載に準じ，ＬＣＤパネルの画面

解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを得る動作を検討すると，

ＱＶＧＡサイズ（ＬＣＤパネルの画面解像度と同じ）の画像データファイルから，

直接，解像度の変更を行うことなしに，ＱＶＧＡサイズのビットマップデータを得

るものと解するのが当業者にとって自然である。これに対し，ＶＧＡサイズ（外部
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ディスプレイ装置の画面解像度と同じ）の画像データファイルから，解像度を変更

して，ＱＶＧＡサイズの画像のビットマップデータを得ると理解することは，処理

が複雑となる上に，ＱＶＧＡサイズの画像データファイルを同時にダウンロードす

ることが無意味なものとなるから，当業者がそのような理解をするとも考えられな

い。 

 そうすると，段落【０１４３】の記載から，ダウンロードしたＶＧＡサイズの画

像データファイルの解像度を変更して，ＱＶＧＡサイズの画像のビットマップデー

タを得るとの技術事項が導かれるということはできない。そして，他に，本件明細

書において，本件発明特定事項の機能Ａの根拠となるような記載は見当たらない。 

  ⑷ 以上によると，訂正事項７に係る訂正が，本件明細書に記載した事項の範

囲内においてしたものであるとすることはできない。 

２ 取消事由２に対し 

⑴ 原告は，引用発明においてバッファメモリから画素を読み出す主体は，Ｑ

ＣＩＦ／ＣＩＦ変換部であって表示制御部ではないので，表示制御部がバッファメ

モリから画像データを読み出すことを前提とする審決の一致点の認定は誤りである

と主張する。 

 しかし，引用例１の段落【００７６】には，「ＱＣＩＦフォーマットの受信動画

像データは，まず表示制御部２３内のバッファメモリに４フレーム分ずつ蓄積され

る（処理Ｓ１）。」との記載及び「次に，この４フレームｆｒ１，ｆｒ２，ｆｒ３，

ｆｒ４の同一座標位置における４個の画素がＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９に読み出

され，」との記載があり，これらの記載によると，「バッファメモリ」が「表示制

御部２３」内に存在すること，及び，「画素」が「バッファメモリ」から「ＱＣＩ

Ｆ／ＣＩＦ変換部３９に」読み出されることが理解される。 

 また，段落【００７０】の「このＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９は，表示制御部２

３からＱＣＩＦの動画像データが供給された場合に，この動画像データのフォーマ

ットをＱＣＩＦからＣＩＦに変換する。」との記載によると，「ＱＣＩＦ／ＣＩＦ
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変換部３９」は，「表示制御部２３からＱＣＩＦフォーマットの受信動画像データ

が供給された場合」に，動画像データのフォーマットを解像度の小さいＱＣＩＦか

ら解像度の大きいＣＩＦに変換する機能を有するにすぎない。 

 さらに，段落【００７４】，【００８０】には，受信動画像データのフォーマッ

トがＣＩＦである場合についての記載があるところ，上記のとおり，「バッファメ

モリ」が「表示制御部２３」内に存在する点を考慮すると，同各段落に記載されて

いるＣＩＦの動画像データは，いずれも，バッファメモリから読み出された画素の

データであるものと解される。そして，このデータは，「そのまま」の状態で，又

は「ＱＣＩＦへのフォーマット変換」がされてから，表示制御部２３から外部テレ

ビジョンモニタＶＭ又は内部表示器２４に供給されるものであるから，ＱＣＩＦ／

ＣＩＦ変換部３９におけるフォーマットの変換を経ることなく行われるものであ

る。 

 そうすると，引用例１には「バッファメモリ」からの読み出し動作の主体が何で

あるかについて明示の記載はないものの，バッファメモリが表示制御部２３内に存

在すること，動画像データが表示制御部２３からＱＣＩＦ／ＣＩＦ変換部３９を経

ることなく外部テレビジョンモニタＶＭ又は内部表示器２４に供給される場合があ

ることからすると，バッファメモリからの読出し動作の主体は表示制御部であると

理解することが自然である。 

 さらに，表示制御部がバッファメモリ等と呼ばれる画素を記憶するメモリへの書

込み／読出しを行うことが慣用技術である（乙７～９）ことも併せ考慮すると，引

用発明において画像データの読出しを行う主体はバッファメモリを内蔵する表示制

御部２３であると理解するのが，当業者にとって自然である。 

 したがって，引用発明においてバッファメモリから画素を読み出す主体が表示制

御部２３であることを前提とする審決の一致点の認定に誤りはない。 

  ⑵ 原告は，引用発明において，ウェブサーバから本来解像度がディスプレイ

パネルの画面解像度より大きい画像データを取得して画像を表示する場合に，表示
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制御部が，バッファメモリから，携帯電話機のディスプレイパネルの画面解像度と

同じ又はこれより大きい解像度を有する画像のビットマップデータを読み出すとい

うことはできないのであるから，これを前提とする審決の一致点の認定は誤りであ

ると主張する。 

 しかし，バッファメモリが表示制御部２３内に存在することが引用例１の段落【０

０７６】に記載されていること，表示制御部が画素を記憶するメモリへの書込み／

読出しを行うことが慣用技術であること（乙７～９）を考慮すると，ＱＣＩＦから

ＣＩＦへの解像度変換処理にバッファメモリを用いることが段落【００７６】に記

載されているのであるから，他の表示制御においても当然にバッファメモリが用い

られると解するのが自然である。すなわち，段落【００７４】に記載されているＣ

ＩＦの動画像データは，表示制御部２３がバッファメモリから読み出した上で，表

示制御部２３から外部テレビジョンモニタＶＭに供給されるものと解するのが自然

であり，また，段落【００８０】に記載されている，間引く処理によりＱＣＩＦへ

のフォーマット変換がされたデータについても，表示制御部２３がバッファメモリ

から読み出した上で，表示制御部２３から内部表示器２４に供給されるものと解す

るのが自然である。 

 このように，段落【００７４】の記載は，表示制御部２３が，ウェブサーバから

本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダ

ウンロードして画像を表示する場合に，バッファメモリから前記ディスプレイパネ

ルの画面解像度より大きい解像度を有するビットマップデータを読み出すことを，

また，段落【００８０】の記載は，表示制御部２３が，ウェブサーバから本来解像

度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロー

ドして画像を表示する場合に，バッファメモリから前記ディスプレイパネルの画面

解像度と同じ解像度を有するビットマップデータを読み出すことを表しているとい

える。 

 そうすると，引用発明において，ウェブサーバから本来解像度がディスプレイパ
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ネルの画面解像度より大きい画像データを取得して画像を表示する場合に，表示制

御部が，当該画像データの送信先に応じて，バッファメモリから，携帯電話機のデ

ィスプレイパネルの画面解像度と同じ又はこれより大きい解像度を有する画像のビ

ットマップデータを読み出す機能を実現しているということができるのであるか

ら，訂正発明と引用発明の一致点についての審決の認定に誤りはない。 

第５ 当裁判所の判断 

 １ 取消事由１（新規事項の追加の有無）について 

 原告は，訂正事項７に係る訂正が，本件明細書に記載した事項の範囲内において

したものとはいえないとした審決の判断は誤りであると主張するので，以下，検討

する。 

  ⑴ 本件明細書の記載 

 本件明細書及び図面には，以下の記載がある。 

【技術分野】 

【０００１】 

  本発明は，携帯電話機などの携帯情報通信装置，携帯情報通信装置とともに用い

る接続ユニット，及び携帯情報通信装置とともに用いる外部入出力ユニットに関す

る。 

【００３１】 

  本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり，その目的とするところは，

携帯電話機やＰＤＡをはじめとする携帯情報通信装置に大画面外部ディスプレイ装

置を接続することにより，より一般的には，携帯情報通信装置に大画面ディスプレ

イ手段を含む周辺装置，及び／又は，大画面ディスプレイ手段が接続される周辺装

置を接続することにより，該大画面外部ディスプレイ手段において，付属ディスプ

レイの画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示すること，特に，長文の電子メ

ールについては，垂直スクロールを繰り返すことなく読めること，パソコン向けウ

ェブページについては，パソコンでの画面イメージに近いレイアウトで表示し，し
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かも水平スクロールを繰り返すことなく閲覧できること，テレビ番組については，

テレビ放送における本来画像を表示することを，該大画面外部ディスプレイ手段向

けの専用の表示データ生成手段を，付属ディスプレイに画像を表示するためにもと

もと必要である表示データ生成手段（以下，付属表示データ生成手段と略記する）

とは別個に使用することなく，大画面ディスプレイ手段を含む周辺装置，及び／又

は，大画面ディスプレイ手段が接続される周辺装置と間のインターフェース手段の

追加と，付属表示データ生成手段への若干の機能追加だけで実現する携帯情報通信

装置を提供する点にある。また，携帯情報通信装置及び大画面外部ディスプレイ装

置とともに用いられ，該大画面外部ディスプレイ装置の画面に，付属ディスプレイ

の画面解像度よりも解像度が大きい画像を表示するための接続ユニットを提供する

点にある。さらに，携帯情報通信装置とともに用いられ，自らに付属する大画面外

部ディスプレイパネルに，該携帯情報通信装置の付属ディスプレイの画面解像度よ

りも解像度が大きい画像を表示する外部入出力ユニットを提供する点にある。 

【発明の効果】 

【００７８】 

  第１乃至第１５の発明の携帯情報通信装置においては，携帯情報通信装置のイン

ターフェース手段Ａ１に高解像度外部ディスプレイ手段を含む周辺装置，及び／又

は，外部ディスプレイ手段が接続される周辺装置を接続して高解像度外部表示信号

を送信することにより，該高解像度外部ディスプレイ手段の画面において，携帯情

報通信装置に付属するディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する

高解像度画像を表示することができる。これにより，付属ディスプレイパネルにお

いては，その画面解像度に相当する部分だけを切り出した部分画像しか表示できな

かったり，画素を間引くことによって画質を落とした全体画像しか表示できなかっ

たりしたような画像を，高解像度外部ディスプレイ手段においては，その本来の解

像度のままの全体画像として表示できるようになる。特に，水平方向の本来の画素

数がディスプレイパネルの画面水平解像度より大きい高水平解像度外部表示信号を
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送信する機能が実現されることにより，該高解像度外部ディスプレイ手段の画面に

おける一行あたりの表示文字数を，付属ディスプレイパネルにおける表示文字数よ

りも増やすことができる。これにより，例えば，長文の電子メールを読むような場

合でも，付属ディスプレイパネルにおけるように何行にもわたって表示され，垂直

スクロールを何度も繰り返さなければならないため，理解に困難が伴うというよう

なことはなくなる。 

  しかも，そのような高解像度外部表示信号の送信は，付属ディスプレイパネルに

おいて画像を表示するためにもともと必要であるデータ処理手段と，外部ディスプ

レイ手段を含む周辺装置，及び／又は，外部ディスプレイ手段が接続される周辺装

置を接続するために不可欠のインターフェース手段だけによって実現されている。

このため，従来の技術のように，携帯情報通信装置に備えられた表示データ処理手

段とは別に，外部ディスプレイ手段を含む周辺装置向けの専用の表示データ生成手

段を設ける必要はなく，「不合理な二重投資」や「非効率な資源利用」の問題は回避

できる。 

【０１１１】 

（第１の実施形態） 

  図１は，本発明の第１の実施形態に係る携帯情報通信装置，携帯情報通信装置用

接続ユニット，及び両者を接続した上で該接続ユニットに外部ディスプレイ装置及

び外部入力装置を接続することによって構成した情報通信システムの構成及び機能

を説明するためのブロック図であり，特に，該携帯情報通信装置が携帯電話機であ

る場合について説明している。 

【０１１２】 

  この実施形態においては，携帯電話機 1 は，それ単独として，音声通話用，携帯

テレビ電話でのコミュニケーション用，データ通信・処理用，テレビ放送番組の視

聴用，被写体の撮影用，又は，画像データ及び／又は音声データの保存・再生用と

して使用することができ，音声通話以外の用途で使用する場合には，各種の画像が，
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付属ディスプレイパネルであるＬＣＤ（Liquid Crystal Display）パネル 15A に表

示される。 

  以下では，ＬＣＤパネル 15AはＱＶＧＡサイズの画面解像度を有し，通常は縦長

画面（水平画素数×垂直画素数＝240×320 画素）で使用する… 

【０１１７】 

  特に，携帯電話機 1 が，インターネットに接続したウェブサイトにアクセスし，

該ウェブサイトを構成するウェブページを閲覧している場合には，中央演算回路１

_10A1 は，フラッシュメモリ 14A に格納されたブラウザプログラムに従って，通信

用アンテナ 111A，ＲＦ送受信部 111B，ベースバンドプロセッサ 11 及びバス 19 を

経由して，ウェブページを構成するマークアップ文書ファイル及びそのリンクファ

イルを取得し，ウェブページのレイアウト形式に応じて以下のように描画命令を生

成・送信する。すなわち，ウェブページがリキッドレイアウト，又はＬＣＤパネル

15Aの画面水平解像度（240 画素）よりも狭い固定幅レイアウトを採用していれば，

ＬＣＤパネル 15A の画面水平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命

令を，ウェブページがＬＣＤパネル 15A の画面水平解像度よりも広い固定幅レイア

ウトを採用していれば，該固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令

を，それぞれ生成し，該描画命令をグラフィックコントローラ１_10B に送信する。 

  グラフィックコントローラ１_10B は，該描画命令に基づき仮想画面におけるビッ

トマップデータを生成しＶＲＡＭ１_10C に書き込むとともに，ＬＣＤパネル 15A に

表示され，ＬＣＤパネル 15A の画面解像度と同じ解像度を有する画像を記述するビ

ットマップデータをＶＲＡＭ１_10C から切り出してＬＣＤドライバ 15B に送信す

る。ＬＣＤドライバ 15B は，該ビットマップデータに基づいてＬＣＤパネル 15A の

画面を構成する各々の画素を駆動し，最終的に前記ウェブページに対応したページ

画像の全部又は一部に，必要に応じて画面の上部・下部に表示されるメニュー表示

等を組み合わせた全画面画像がＬＣＤパネル 15Aに表示される。 

  この際，ページ画像の解像度がＬＣＤパネル 15A の画面解像度より大きい場合に
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は，キー操作部 16A において画面スクロール機能を担うキーを操作することによっ

て入力されるデータに応じて，中央演算回路１_10A1 が描画命令を変更することに

より，ＶＲＡＭ１_10C から切り出されるビットマップデータは仮想画面上を徐々に

遷移し，その結果として，ＬＣＤパネル 15A においてページ画像がスクロール表示

される。 

【０１１８】 

  また，携帯電話機 1 がテレビ番組の視聴用に使用される場合，テレビ受信用アン

テナ 112A で受信したテレビ放送信号は，テレビチューナ 112B 及びＡＤ／ＤＡ変換

部１_112C でデジタル動画信号及びデジタル音声信号に変換され，バス 19 を経由し

て中央演算回路１_10A1 に送信される。 

  携帯電話機１においては，テレビ番組の画像を，ＬＣＤパネル 15A を縦置きにし

て表示する（→縦長画面（水平画素数×垂直画素数＝240×320 画素））か，横置き

にして表示する（→横長画面（水平画素数×垂直画素数＝320×240 画素））かを，

キー操作部 16A を操作することによって選択することができ，中央演算回路１_10A1

は，この選択に対応した入力信号及び前記デジタル動画信号に基づき，ＬＣＤパネ

ル 15A に表示される画面イメージ（ただし，縦長画面の場合，上部及び／又は下部

に非表示領域が生じた画面イメージ）のビットマップデータを作成する描画命令を

生成し，該描画命令をグラフィックコントローラ１_10Bに送信する。この際，テレ

ビ放送における本来画像の水平・垂直画素数は，縦長画面，横長画面のいずれの場

合でも，ＬＣＤパネル 15A の水平・垂直画素数よりも大きいため，描画命令の生成

にあたっては，ＡＤ／ＤＡ変換部１_112C から送信されるデジタル動画信号を一部

間引くことによって，解像度の低い画像の全体画像の描画命令を生成する。 

  グラフィックコントローラ１_10B，ＶＲＡＭ１_10C 及びＬＣＤドライバ 15B の動

作は，キー操作部 16A の操作に従った画像のスクロールがないことを除けば，ウェ

ブページのページ画像を表示する場合と同様であり，結果として，ＬＣＤパネル 15A

にテレビ放送の動画がリアルタイムで表示される。 
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  一方，デジタル音声信号についても中央演算回路１_10A1 で適切に処理され，さ

らにベースバンドプロセッサ 11 とＣＯＤＥＣ18C を経由することによって，最終的

にスピーカ 18B から音声として出力される。この結果，上記のＬＣＤパネル 15A に

表示される動画と相俟ってテレビ番組として視聴することができる。 

【０１２０】 

  一方，携帯電話機１においては，上記のようにデジタル音声信号に基づいてスピ

ーカ 18Bから音声をリアルタイムに出力したり，デジタル動画信号に基づいてＬＣ

Ｄパネル 15A に動画をリアルタイムに表示したりするだけでなく，デジタル音声信

号及び／又はデジタル動画信号をデータファイルに変換して保存したり，該保存し

たデータファイルを読み出して必要な処理を行うことにより，音声を出力したり，

画像を表示したり，あるいは両者を組み合わせたムービーとして再生することがで

きる。 

  このような画像データ及び／又は音声データの保存・再生用に使用される場合，

中央演算回路１_10A1 は，キー操作部 16A を操作することにより入力されたデータ

に基づきフラッシュメモリ 14Aにアクセスして，デジタル動画信号を変換したビッ

トマップデータやデジタル音声信号を変換したデジタル音声データを必要に応じて

圧縮したデータファイルとして書き込んだり，逆にデータファイルを読み出して必

要な処理を行うことにより，描画命令をグラフィックコントローラ１_10B に出力し

たり，デジタル音声信号をベースバンドプロセッサ 11 経由でＣＯＤＥＣ18C に出力

したりする。 

  なお，画像データファイル及び／又は音声データファイルは，ウェブサイトにア

クセスし，通信用アンテナ 111A，ＲＦ送受信部 111B，ベースバンドプロセッサ 11

を経由して受信・変換されたデジタル信号を，バス 19 経由で中央演算回路１_10A1

が受信し，必要な変換を行ってフラッシュメモリ 14Aに書き込むことによっても保

存することができる。ただし，フラッシュメモリ 14Aの容量には限界があるため，

例えば，長時間のムービー等を保存することには制約が生じる。 
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  また，動画である画像データを保存する場合には，ＭＰＥＧ（Moving Picture 

Experts Group）－１，ＭＰＥＧ－２，ＭＰＥＧ－４等のＭＰＥＧ規格のフォーマッ

トで保存され，静止画である画像データを保存する場合には，ＢＭＰ，ＴＩＦＦ，

ＪＰＥＧ，ＧＩＦ及びＰＮＧ等のフォーマットで保存される。また，音声データに

ついては，ＷＡＶＥ形式や，ＭＰ３（ＭＰＥＧ Audio Layer ３），ＡＩＦＦ（Audio 

Interchange File Format），ＡＴＲＡＣ３（Adaptive TRansform Acoustic Coding 

３）等のフォーマットで保存される。 

【０１２１】 

  以上が携帯電話機 1 をそれ単独として使用する場合の機能の概略であるが，携帯

電話機 1 は，接続ユニット 3 と接続するための外部接続端子部Ａ_13D を備えてお

り，外部接続端子部Ａ_13D と，接続ユニット 3 に備えられたインターフェース部Ｂ

_33を構成する外部接続端子Ｂ_33D とを接続ケーブル 2 を介して接続することによ

り，携帯電話機 1 と接続ユニット 3 を一体的な情報通信システムとして動作させる

ことができるようになる。 

【０１２２】 

  一方，接続ユニット 3 は，周辺装置と接続するためのインターフェース部Ｃ１_35

とインターフェース部Ｃ２_36 を備えており，インターフェース部Ｃ１_35 には，Ｌ

ＣＤである外部ディスプレイ装置 5 が，インターフェース部Ｃ２_36 には，フルキ

ーボードである外部キーボード 61 とマウス 62 が，それぞれ接続されている。…原

則として，外部ディスプレイ装置 5（ＬＣＤ）の画面解像度は，ＶＧＡサイズ（水平

画素数×垂直画素数＝640×480 画素）である… 

【０１２３】 

  …携帯電話機 1 の中央演算回路１_10A1 が前記接続検知信号を受信した場合，中

央演算回路１_10A1 は，ＬＣＤパネル 15A の画面水平解像度又は画面解像度に対応

した画像の描画命令に替えて，以下で説明するように，ＬＣＤパネル 15A の画面解

像度より大きな解像度を有する画像の描画命令を生成し，グラフィックコントロー
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ラ１_10B に対して送信する。また，中央演算回路１_10A1 は，上記の描画命令とと

もに，ＶＲＡＭ１_10C から切り出したビットマップデータを，ＬＣＤドライバ 15B

に送信する替わりに，ＴＭＤＳトランスミッタ 13A に送信するように命令する送信

命令を生成し，該送信命令をグラフィックコントローラ１_10B に送信する。 

【０１２４】 

  まず，インターネットに接続したウェブサイトにアクセスし，該ウェブサイトを

構成するウェブページを閲覧している場合には，中央演算回路１_10A1 は，フラッ

シュメモリ 14A に格納されたブラウザプログラムに従い，ウェブページのレイアウ

ト形式に応じて以下のように描画命令を生成・送信する。すなわち，ウェブページ

がリキッドレイアウト，又は外部ディスプレイ装置 5 の画面水平解像度（640 画素）

よりも狭い固定幅レイアウトを採用していれば，外部ディスプレイ装置 5 の画面水

平解像度と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成・送信し，ウェブ

ページが外部ディスプレイ装置 5 の画面水平解像度よりも広い固定幅レイアウトを

採用していれば，該固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成・

送信する。 

 一方，テレビ放送を視聴している場合及び被写体を撮影している場合には，それ

ぞれＡＤ／ＤＡ変換部１_112C 及びＡＤ／ＤＡ変換部２_12C から送信されるデジタ

ル動画信号における本来画像の解像度は，外部ディスプレイ装置 5 における画面解

像度より依然として大きいため，中央演算回路１_10A1 は，該デジタル動画信号を

一部間引くことによって，解像度を外部ディスプレイ装置 5 の画面解像度に合わせ

た低画質の全体画像の描画命令が生成・送信される。 

【０１４０】 

  一方，図３は，本発明の第１の実施形態に係る携帯情報通信装置と携帯情報通信

装置用接続ユニットとを接続した上で，該接続ユニットに外部ディスプレイ装置及

び外部入力装置を接続することによって構成した情報通信システムと，インターネ

ットに接続したウェブサーバとの間での情報のやり取りを説明するための説明図で
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あり，特に，該携帯情報通信装置が携帯電話機である場合を説明している。 

【０１４１】 

  携帯電話機 1，接続ユニット 3，外部ディスプレイ装置 5 及び外部入力装置（外部

キーボード 61 及びマウス 62）から構成された情報通信システムがインターネット

9 に接続しているウェブサーバ 91 にアクセスする際，携帯電話機１における中央演

算回路１_10A1 は，フラッシュメモリ 14A に格納されたブラウザプログラムに従っ

て，バス 19，ベースバンドプロセッサ 11，ＲＦ送受信部 111B 及び通信用アンテナ

111A を経由して，ウェブサーバ 91 にユーザーエージェントを送信する（携帯電話

機 1 の構成要素は図３に図示されていない）。また，フラッシュメモリ 14A に格納さ

れたブラウザプログラムは，フレーム表示のウェブページを構成する複数のウェブ

ファイルから適切に画面イメージを構成できるフレーム対応の機能を有する。 

【０１４２】 

  この際，中央演算回路１_10A1 は，ユーザーエージェントに，携帯電話機 1 が高

解像度外部表示信号の送信機能を有することを示す情報とともに，グラフィックコ

ントローラ１_10B に対して，ＶＲＡＭ１_10C から切り出したビットマップデータ

をＬＣＤドライバ 15B に送信するように命令しているか，ＴＭＤＳトランスミッタ

13Aに送信するように命令しているかを特定できる情報を含ませる。 

  一方，ウェブサーバ 91 は，携帯電話機の付属ディスプレイで閲覧することを想定

したサイズが小さくフレーム表示も使わないウェブページに対応する，マークアッ

プ文書ファイル及びそのリンクファイルからなるデータファイルセット（以下，ケ

ータイ向けファイルセットと略記）と，パソコンで閲覧することを想定した，サイ

ズや形式に制約のないウェブページに対応するデータファイルセット（パソコン向

けファイルセットと略記）の双方を格納している。その上で，ＣＧＩ又はＰＨＰの

機能を有することにより，ユーザーエージェントに含まれた前記の情報のうち，送

信命令に関する情報に基づき，より望ましいものを選択して携帯電話機 1，接続ユ

ニット 3，外部ディスプレイ装置 5 及び外部入力装置（外部キーボード 61 及びマウ
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ス 62）から構成された情報通信システムに転送する。すなわち，中央演算回路１

_10A1 からの送信命令がＬＣＤドライバ 15B への送信を命令している場合にはケー

タイ向けファイルセットを，ＴＭＤＳトランスミッタ 13A への送信を命令している

場合にはパソコン向けファイルセットを，それぞれ送信する。 

  この結果として，携帯電話機 1，接続ユニット 3，外部ディスプレイ装置 5 及び外

部入力装置（外部キーボード 61 及びマウス 62）から構成された情報通信システム

においては，アクティブな状態にあるディスプレイ手段の画面解像度に適応した，

より望ましいウェブページが閲覧できることになる。特に，携帯電話機１がフレー

ム表示のウェブページを構成する複数のウェブファイルを受信した場合，該ウェブ

ファイルを適切にレンダリング処理することにより，接続ユニット 3 に接続された

外部ディスプレイ装置 5 の画面にフレーム形式のページ画像が表示される。 

【０１４３】 

  また，ウェブサーバ 91 は，そこにアクセスしてダウンロード操作を行うことによ

り，画像データファイルをダウンロードすることができるウェブサイトを複数用意

しており，携帯電話機 1 から送信されたユーザーエージェントに含まれた前記の情

報のうち，外部表示信号の送信機能に関する情報に基づき，一つの操作でＱＶＧＡ

サイズとＶＧＡサイズの双方の画像データファイルを一度にダウンロードできるよ

うな機能を有するウェブページにアクセスするように自動的に振り分ける。これに

より，ユーザーは，携帯電話機 1 のキー操作部 16A 又は外部入力装置（外部キーボ

ード 61 及びマウス 62）を用いた一度の操作によって，ＱＶＧＡサイズとＶＧＡサ

イズの双方の画像データファイルを一度にダウンロードできる。 
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【図１】 

 

 

 

【図３】 
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  ⑵ 新規事項の追加の有無について 

   ア 訂正事項７による訂正後の訂正発明の構成（本件発明特定事項）は，前

記のとおり，ウェブサーバから本来解像度が携帯電話機のディスプレイパネルの画

面解像度より大きい画像データファイルをダウンロードして画像を表示する場合に，

①ＶＲＡＭからディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビッ

トマップデータを読み出し，読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表

示信号を生成し，これをディスプレイ制御手段に送信する機能（機能Ａ）と，②Ｖ

ＲＡＭからディスプレイパネルの画面解像度より大きい解像度を有する画像のビッ

トマップデータを読み出し，読み出したビットマップデータを伝達するデジタル表

示信号を生成し，これをインターフェース手段に送信する機能（機能Ｂ）とを実現

するというものである。 

 本件発明特定事項のうち，機能Ａは，本来解像度が携帯電話機のディスプレイパ

ネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロードした上で，ＶＲＡ

Ｍからディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップ

データを読み出すというものであるから，ＶＲＡＭから読み出されるビットマップ

データは，ダウンロードした画像データファイルから解像度を変更して得られたも

のであると理解することができる。  

   イ 本件明細書において，インターネットに接続したウェブサーバから画像

データファイルをダウンロードすることについて記載されているのは，段落【１４

３】であるところ，段落【１４３】には，「ウェブサーバ９１は，そこにアクセス

してダウンロード操作を行うことにより，画像データファイルをダウンロードする

ことができるウェブサイトを複数用意しており，携帯電話機１から送信されたユー

ザーエージェントに含まれた前記の情報のうち，外部表示信号の送信機能に関する

情報に基づき，一つの操作でＱＶＧＡサイズとＶＧＡサイズの双方の画像データフ

ァイルを一度にダウンロードできるような機能を有するウェブページにアクセスす

るように自動的に振り分ける。これにより，ユーザーは，･･･ＱＶＧＡサイズとＶＧ
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Ａサイズの双方の画像データファイルを一度にダウンロードできる。」との記載が

ある。 

 このように，段落【０１４３】には，本来解像度が携帯電話機のディスプレイパ

ネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロードした上で，ダウン

ロードした画像データファイルの解像度を変更する旨の記載は存在しない。かえっ

て，ウェブサーバからＱＶＧＡサイズとＶＧＡサイズの双方の画像データファイ

ル，すなわち，「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像デー

タファイル」と，「本来解像度がディスプレイパネルの画面解像度と同じ画像データ

ファイル」の双方をダウンロードすることが記載されているところ，この場合には，

ダウンロードされた画像データファイルから，表示装置の解像度と同じ解像度の画

像データファイルを選択し，選択した画像データファイルの解像度に基づいてビッ

トマップデータをＶＲＡＭに書込み／読出しをするのが自然であり，当業者が，Ｖ

ＧＡサイズの画像データファイルの解像度を変更して，ＱＶＧＡサイズの画像のビ

ットマップデータを得ると理解するとは考えられない。 

 そうすると，同段落には，「ウェブサーバから『本来解像度がディスプレイパネ

ルの画面解像度より大きい画像データファイル』をダウンロードして画像を表示す

る場合に」，「前記ＶＲＡＭから『前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像

度を有する画像のビットマップデータ』を読み出し，『該読み出したビットマップ

データを伝達するデジタル表示信号』を生成し，該デジタル表示信号を前記ディス

プレイ制御手段に送信する」こと（本件発明特定事項の機能Ａ）が記載されている

とは認められない。 

   ウ 原告は，本件発明特定事項の機能Ａは，当業者によって，本件明細書の

段落【０１１７】，段落【０１１８】，段落【０１２０】及び段落【０１４３】な

どの記載を総合することにより導かれると主張する。 

     しかし，段落【０１１７】は，ウェブサーバから画像データファイル

をダウンロードすることについての記載ではなく，ウェブページを閲覧する場合
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についての記載であり，同段落の「ページ画像」とは，ウェブページをブラウザで

表示した画像であって，画像データをデータファイルとしてダウンロードする場合

に関する記載ということはできない。 

また，同段落には，閲覧しているウェブページがＬＣＤパネル１５Ａの画面水平

解像度よりも広い固定幅レイアウトを採用する場合に，中央演算回路１_１０Ａ１

が，その固定幅と同じ水平画素数を有するページ画像の描画命令を生成し，ＶＲＡ

Ｍ１_１０Ｃに書き込むとともに，グラフィックコントローラ１_１０Ｂが，ＬＣＤ

パネル１５Ａの画面解像度と同じ解像度を有する画像のビットマップデータを切

り出してＬＣＤドライバ１５Ｂに送信することが記載されているが，「その結果と

して，ＬＣＤパネル１５Ａにおいてページ画像がスクロール表示される。」のであ

り，ＬＣＤドライバ１５Ｂに送信される信号は，画像の一部分に対応するビットマ

ップデータの信号であるから，この場合には，本来解像度がディスプレイパネルの

画面解像度より大きい画像から，ディスプレイパネルの画面解像度と同じ画像への

解像度の変更が行われているということはできない。 

 次に，段落【０１１８】に記載されている事項は，携帯電話機１がテレビ番組の

視聴用に使用される場合のグラフィックコントローラ１_１０ＢやＶＲＡＭ１_１０

Ｃ等の機能であり，携帯電話機１により表示される「画像」は，テレビ受信用アン

テナ１１２Ａで受信した「テレビ番組の画像」であるから，画像データをデータフ

ァイルとしてダウンロードする場合とは異なるというべきである。 

 そして，段落【０１４３】には，段落【０１１７】，【０１１８】に記載されてい

るような，ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記

載はない上，段落【０１４３】の記載は前記のとおりであって，画像データファイ

ルの解像度を変更することなく表示することが記載されているから，段落【０１４

３】の記載に接した当業者が，その記載を段落【０１１７】，段落【０１１８】の記

載と関連付けて，ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を

表示する場合に画像ファイルの解像度を変更することが記載されていると理解する
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とは考えられない。 

    (ｲ) 段落【０１２０】には，「デジタル音声信号及び／又はデジタル動画

信号をデータファイルに変換して保存したり，該保存したデータファイルを読み出

して必要な処理を行う」，「画像データファイル及び／又は音声データファイルは，

ウェブサイトにアクセスし，…受信・変換されたデジタル信号を，バス１９経由で

中央演算回路１_１０Ａ１が受信し，必要な変換を行ってフラッシュメモリ１４Ａ

に書き込むことによっても保存することができる。」との記載があるが，段落【０１

２０】には，受信した「デジタル音声信号及び／又はデジタル動画信号」を携帯電

話１においてデータファイルに変換して保存したり，それを読み出して再生する

ことが記載されているにすぎず，この記載と前記のような内容の段落【０１４３】

の記載を併せて見たとしても，当業者が，ウェブサーバから本来解像度が携帯電話

機のディスプレイパネルの画面解像度より大きい画像データファイルをダウンロー

ドして画像を表示する場合に，ＶＲＡＭからディスプレイパネルの画面解像度と同

じ解像度を有する画像のビットマップデータを読み出し，読み出したビットマップ

データを伝達するデジタル表示信号を生成し，これをディスプレイ制御手段に送信

する機能を想起するとは考えられない。 

    (ｳ) そうすると，原告の主張する本件明細書の各記載を総合しても，訂

正事項７に係る「前記ウェブサーバから「本来解像度がディスプレイパネルの画面

解像度より大きい画像データファイル」をダウンロードして画像を表示する場合

に，前記ＶＲＡＭから「前記ディスプレイパネルの画面解像度と同じ解像度を有す

る画像のビットマップデータ」を読み出し，「該読み出されたビットマップデータ

を伝達するデジタル表示信号」を生成し，該デジタル表示信号を前記ディスプレイ

制御手段に送信する機能」が導かれるとは認められず，本件明細書には他に同機能

の実現についての記載又は示唆は存在しない。 

   エ したがって，訂正事項７は，本件明細書等に記載した事項の範囲内にお

いてしたものということはできない。 
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 ２ 小括 

以上のとおりであるから，訂正事項７は本件明細書等に記載した事項の範囲内に

おいてしたものではなく，審決の判断に誤りはないから，原告が主張する審決取消

事由１に理由はない。 

第６ 結論 

よって，審決取消事由２について判断するまでもなく，原告の請求には理由がな

いから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。 
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